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国
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仙

谷

由

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
の
経
営
健
全
化
計
画
の
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
の
経
営
健
全
化
計
画
の
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
条
に
お
い
て
は
、
経
営
健
全
化
計
画
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、
総
務
大
臣
は
、
変
更
さ
れ
た
経
営
健
全
化
計
画
に
つ

い
て
報
告
を
受
け
、
取
り
ま
と
め
た
上
で
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
総
務
省
が
「
経
営
健
全

化
計
画
の
変
更
に
応
じ
る
」
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
。


